
（平成２２年10月20日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 6 件

国民年金関係 2 件

厚生年金関係 4 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 2 件

厚生年金関係 2 件

年金記録確認滋賀地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



滋賀国民年金 事案 930 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 44年４月から 45年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

    住    所 ：  

 

 ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 44年４月から 45年３月まで 

    申立期間の国民年金保険料が未納とされているが、亡き夫が納付組織の集

金人に納付してくれていたので、調査して、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間は 12 か月と短期間である上、申立人は、申立期間を除き、すべて

の期間の国民年金保険料を納付していることから、保険料の納付意識は高かっ

たものと考えられる。 

また、申立人の国民年金手帳記号番号は、昭和44年５月12日に払い出され、

申立人が20歳となった43年＊月＊日にさかのぼって国民年金被保険者資格が

取得されており、同年４月から 44年３月までの保険料は納付済みとされてい

ることから、その直後の申立期間の保険料が未納とされているのは不自然であ

る。 

さらに、Ａ市から、「申立人の住民票があった当市Ｂ町では、申立期間当時、

市から委託を受けていた自治会が国民年金保険料の集金を行っていた。」との

回答がある上、申立人世帯の当時の経済状況に大きな変化は認められないこと

から、申立人が、申立期間に保険料を納付できない特段の事情は見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。



滋賀国民年金 事案 931 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 46 年 12月から 47年３月までの国民年金

保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正

することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

    住    所 ：  

 

 ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 43年２月から 46年３月まで 

             ② 昭和 46年 12月から 47年３月まで 

    58 歳になった時、納付記録の通知があり、42 か月の未納があることを知

り、びっくりした。27歳であった昭和 50年６月に社会保険事務所（当時）

の指示どおりに特例納付で全額支払った。その後、51 年１月に納付書が届

いたため、疑問に思いながらも金額が少額（150円）だったので支払い、こ

れでこれまでの未納は無くなったと確信していた。未納期間については、特

例納付で納付しているはずなので、調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間②については、４か月と短期間であり、申立期間②以降の国民年金

保険料はすべて納付されている。 

また、申立人に係る国民年金被保険者台帳（マイクロフィルム）から、申立

期間②の直前の昭和 46 年４月から同年 11 月までの国民年金保険料が、50 年

６月に第２回特例納付により納付され、申立期間②の直後の 47年４月からは

毎月納付されていることが確認できることから、申立期間②のみ保険料が納付

されていないのは不自然であると考えられる。 

一方、申立期間①について、申立人は、国民年金保険料を特例納付により納

付したと申し立てているが、納付方法、納付金額等についての記憶が曖昧
あいまい

であ

り、また、申立人の所持する国民年金手帳、市町村の国民年金被保険者名簿等

及び国民年金被保険者台帳（マイクロフィルム）では未納となっていることが

確認でき、さらに、申立人が申立期間①の国民年金保険料を特例納付したこと

を示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無い上、ほかに申立期間①の保険



料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、昭

和 46年 12月から 47年３月までの国民年金保険料を納付していたものと認め

られる。 



                     

  

滋賀厚生年金 事案 796 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ工場における資格喪失日に係る

記録を昭和 32年８月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を１万 4,000円

とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和６年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 32年７月 30日から同年８月１日まで 

厚生年金保険の加入状況について社会保険事務所(当時)に照会したと

ころ、Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間について加入記録が無いとの

回答をもらった。 

Ａ社には、昭和 27 年２月 21 日に入社して、平成３年 12 月 31 日に退職

するまで継続して勤務した。申立期間は、同社のＢ工場に在籍していた。 

申立期間について、厚生年金保険被保険者であったことを認めてほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社の人事記録、雇用保険の記録及び同僚の証言から判断すると、申立人が

同社に継続して勤務し（Ａ社Ｂ工場から同社Ｃ工場に異動）、申立期間に係る

厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

なお、異動日については、これを確認できる資料は無いものの、オンライン

記録により、申立人と同じくＡ社Ｂ工場から同社Ｃ工場へ異動した同僚は、１

日付けで、被保険者資格を取得及び喪失している状況が確認できることから判

断して、申立人についても、昭和 32年８月１日とすることが妥当である。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｂ工場における昭

和 32年６月の社会保険事務所の記録から、１万 4,000円とすることが妥当で

ある。 



                     

  

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かについ

ては、事業主は不明としており、このほかに確認できる関連資料及び周辺事情

は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所に行っ

たか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いことから、

行ったとは認められない。



                     

  

滋賀厚生年金 事案 797 

 

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ事業所における資格取得日は昭和 20年４月 16日、資格喪失日は

同年９月１日であると認められることから、申立期間に係る厚生年金保険被保

険者資格の取得日及び喪失日の記録を訂正することが必要である。 

なお、申立期間の標準報酬月額については、30円とすることが妥当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和５年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 20年４月 16日から同年９月１日まで 

    年金記録を照会したところ、Ａ事業所の記録は、資格取得日は昭和 20 年

４月 16 日と確認できたものの、資格喪失日が不明とのことであった。国民

学校を卒業後、当該事業所に勤務しており、終戦後しばらくしてから退職し

たので、申立期間を厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

厚生年金保険被保険者台帳（旧台帳）において、申立人と同姓同名、かつ同

じ生年月日で、基礎年金番号に未統合のＡ事業所における被保険者記録（資格

取得日が昭和 20年４月 16日、資格喪失日は記載無し）が確認できる。 

また、Ａ事業所の厚生年金保険被保険者記号番号払出簿によると、申立人に

係る記載の備考欄には、申立人が当該事業所の次に勤務した事業所における厚

生年金保険被保険者記号番号及び資格取得日に係る記述が確認できる。 

さらに、申立人の申立期間当時のＡ事業所における勤務状況等に係る供述が

具体的であること、及び当該事業所を退職した経緯等についての当時の同僚の

証言が申立人の記憶と一致していることから、申立人は、申立期間において当

該事業所に勤務していたことが推認できる。 

加えて、申立人がＡ事業所において一緒に勤務し、同じ時期に退職したとす

る同僚は、厚生年金保険被保険者台帳により、昭和 20年４月 16日に当該事業

所における厚生年金保険被保険者資格を取得し、同年９月１日に同資格を喪失

していることが確認できる上、当該事業所の厚生年金保険被保険者記号番号払

出簿において、資格取得日が申立人及び上記の同僚と同じ同年４月 16 日であ



                     

  

る者の中で、オンライン記録又は厚生年金保険被保険者台帳で資格喪失日が確

認できる同僚 62人のうち、54人の資格喪失日は、同年９月１日であることが

確認できる。 

これらを総合的に判断すると、当該未統合記録は、申立人の記録であると認

められることから、申立人のＡ事業所における資格取得日は昭和 20年４月 16

日、資格喪失日は同年９月１日であると認められる。 

なお、申立期間の標準報酬月額については、当該未統合記録から、30 円と

することが妥当である。



                     

  

滋賀厚生年金 事案 798 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間に係る標準賞与額については、平成 16 年７月 15 日を 10

万円、同年 12月 10日を 19万 4,000円、17年７月 15日を 17万 5,000円、同

年 12月 10日を 22万円、18年７月 15日を 21万 4,000円、同年 12月 10日を

24万 9,000円、19年７月 15日を 23万 4,000円、同年 12月 10日を 27万円と

することが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 53年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ：  ① 平成 16年７月 15日 

             ② 平成 16年 12月 10日 

             ③ 平成 17年７月 15日 

             ④ 平成 17年 12月 10日 

             ⑤ 平成 18年７月 15日 

             ⑥ 平成 18年 12月 10日 

             ⑦ 平成 19年７月 15日 

             ⑧ 平成 19年 12月 10日 

Ａ社で平成 16年７月から 19年 12月まで､年に二回の賞与が支払われ、賞

与明細書のとおり、賞与から厚生年金保険料が控除されているが、年金記録

が無いので調査の上、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人から提出された申立期間に係る賞与明細書、給与所得の源泉徴収票、

市民税・府民税、特別徴収税額の通知書及びＡ社から提出された申立期間に係

る賞与の総支給額データから、申立人は、申立期間において、同社から賞与の

支払を受け、厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認

められる。 

また、厚生年金保険の保険給付及び保険料納付の特例等に関する法律に基づ



                     

  

き標準賞与額を決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは、

事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人の賞与支給額の

それぞれに基づく標準賞与額の範囲内であり、これらの標準賞与額のいずれか

低い方の額を認定することとなることから、申立期間の標準賞与額については、

平成 16 年７月 15 日を 10 万円、同年 12 月 10 日を 19 万 4,000 円、17 年７月

15日を 17万 5,000円、同年 12月 10日を 22万円、18年７月 15日を 21万 4,000

円、同年 12月 10日を 24万 9,000円、19年 7月 15日を 23万 4,000円、同年

12月 10日を 27万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、事業主は、保険料を納付したか否かについては不明としているが、オンラ

イン記録において、申立期間に賞与が支給されたＡ社の被保険者全員について

の賞与記録が存在しないことから、事業主は、申立期間に係る賞与支払届を社

会保険事務所（当時）に提出しておらず、その結果、社会保険事務所は、申立

人に係る申立期間の標準賞与額に基づく保険料について納付の告知を行って

おらず、事業主は、申立人に係る申立期間の保険料を納付する義務を履行して

いないと認められる。



                     

  

滋賀厚生年金 事案 799 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社における資格取得日に係る記録を

昭和 60年４月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 12万 6,000円とする

ことが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 38年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 60年４月１日から同年５月１日まで 

 私は、Ａ社に昭和 60 年４月１日から勤務していたのに、オンラインの記

録では、厚生年金保険の被保険者資格取得日が同年５月１日となっている。

同年４月分の給与からは厚生年金保険料が控除されているので、申立期間に

ついて厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

当時の役員及び同僚の証言並びに申立人が所持する給与明細書により、申立

人が昭和 60 年４月１日からＡ社に継続して勤務し、申立期間に係る厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間に係る標準報酬月額については、給与明細書に記載されてい

る厚生年金保険料の控除額から、12万 6,000円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かについ

ては、当時の役員は、「社会保険労務士に事務手続を依頼していたので、申立

期間に係る保険料についても納付していたはずである。」と主張しているが、

Ａ社は既に廃業しており、事業主も亡くなっているため、これを確認できる関

連資料は無い上、申立人に係る雇用保険及び厚生年金保険の資格取得日がいず

れも昭和 60年５月１日となっており、公共職業安定所及び社会保険事務所（当

時）の双方が誤って記録したとは考え難いことから、事業主が社会保険事務所

の記録どおりの資格取得の届出を行い、その結果、社会保険事務所は、申立人



                     

  

に係る同年４月の保険料についての納入の告知を行っておらず、事業主は、申

立人に係る申立期間の保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



                      

  

滋賀厚生年金 事案 800 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成７年１月から 10年 12月まで 

平成７年１月から 10 年 12 月までの標準報酬月額が引き下げられている。

私はＡ社の事業主であったが、申立期間において実際の報酬額より低い標準

報酬月額が記録されているので調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社の商業登記簿謄本により、申立人は、同社が設立された昭和 59 年 12

月 21日から同社の代表取締役であることが確認できる。 

また、オンライン記録によると、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、

その前の期間より低い額に改定されていることが確認できるが、年金事務所が

保管するＡ社に係る適用事業所記録票を見ると、申立期間において算定基礎届

調査が実施され、その調査結果の記載内容に不自然な点は見られない。 

さらに、申立人は当時の資料を保管していない上、申立期間当時の事務担当

者の名前も記憶していないことから、申立人の主張する標準報酬月額に基づく

厚生年金保険料の控除について確認できない。 

このほか、申立人の主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料の控除に

ついて確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料、周辺事情等を総合的に判断

すると、申立人が厚生年金保険被保険者として、その主張する標準報酬月額に

基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことを認める

ことはできない。



                      

  

滋賀厚生年金 事案 801 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和７年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成２年 10月１日から３年 10月１日まで 

私の標準報酬月額は、平成元年 10 月から２年９月までが 38 万円、同年

10月から３年９月までが 36万円、同年 10月から４年５月までが 38万円と

なっているが、申立期間前後で仕事内容は変わっていないし、給与の減額も

無かったと思う。調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、「申立期間前後で仕事内容は変わっていないし、給与の減額も無

かった。」と供述しているが、Ａ社は、「当社の労使協定(管理職を含む。)によ

り、57 歳到達後に基本手当が 15 パーセント減額となるが、申立人の場合は、

平成元年＊月＊日で 57 歳となることから、同年＊月分から基本手当が減額と

なり、２年の定時決定で同年 10 月１日からの標準報酬月額が引き下げられて

いる。」と回答している。 

また、Ｂ社会保険事務所（当時）がＡ社に交付した申立期間の健康保険厚生

年金保険被保険者標準報酬決定通知書を見ると、同社が申立人の標準報酬月額

として届け出た額は、オンライン記録と一致していることが確認できる。 

さらに、全国健康保険協会Ｃ支部が管理する申立期間の健康保険料の算定の

基礎となる標準報酬月額もオンライン記録と一致している。 

加えて、申立期間について、申立人がその主張する標準報酬月額に見合う厚

生年金保険料を事業主により給与から控除されていた事実を確認できる給与

明細書等の資料は無い。 

このほか、申立期間について、申立人の主張する標準報酬月額に基づく厚生

年金保険料の控除をうかがわせる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立期間について申立人が主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 


